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概要 

気候変動は世界が直面する最大の課題の一つであり、今後数十年に渡って経済と生活に影響を与え続ける

ことが予想されている。課題の中でも温室効果ガス(以下「GHG1」)排出量の増加は、地球温暖化の代表的な要

因であり、IPCC第 6次報告書2において、既に 1.1℃の温暖化によって広範な悪影響、損失と損害をもたらし

ていると発表された。日本では 2020年に政府が「2050 年カーボンニュートラル」を宣言したことで、国内企

業においてサプライチェーンでの GHG排出量3の把握および削減を求める動きが広がっている。 

本レポートでは、企業における脱炭素経営の取組促進の１つとしてカーボンフットプリント(以下「CFP4」)

に着目し、2023 年 3 月に発行された CFP ガイドラインをもとに CFP の概要および利活用についてまとめた。 
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1 Greenhouse Gasの略称 
2 気候変動に関する政府間パネルが 2021年から 2023年にかけて公表した気候変動に関する評価報告書 
3 自社内の直接的な排出だけでなく、事業に伴う間接的な排出も対象とした、事業活動に関係する合計の排出量  
4 Carbon Footprint of Products の略称 
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1.脱炭素経営の概要 

脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営である。企業の気候変動対策は、数年前まで

は CSR活動の一環として行われることが多かったが、近年では、顧客企業、消費者、金融市場、政府等の様々

なステークホルダーから、サプライチェーン全体における GHG 排出量の削減および見える化が求められてい

る。このことから中小企業においても「気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り

組む企業」が増加傾向にあり、GHG排出量に関する取組は企業価値を左右する評価指標となりつつある。した

がって、「脱炭素経営」は企業評価の向上に資する取組であると言える。そこで、脱炭素経営を行うメリット

について表 1 にまとめた。メリットの多くがビジネスの機会増加に繋がるものである。一方で取組を実施し

なかった場合には、炭素税が上昇した際に収益の悪化につながったり、サプライチェーン上の要請に応えら

れず事業機会を失ったりすることも考えられる。 

 

表 1 脱炭素経営のメリット一覧5 

① 優位性の構築6 

② 光熱費・燃料費の低減 

③ 知名度・認知度向上 

④ 社員のモチベーション・人材獲得力向上 

⑤ 好条件での資金調達 

  

環境省は脱炭素経営に向けた取組の例として、図 1に掲げる取組を推奨している。現状では「①知る」、「②

測る」に対する取組が進んできているものの、「③減らす」にまで取組が進んでいない企業が散見される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 脱炭素経営に向けた 3 つのステップ7 

                              
5 環境省.中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック,2021,15p,p.3 を基に当社作成 
6 他社より早く取り組むことで「脱炭素経営が進んでいる企業」や「先進的な企業」というイメージを獲得できるという趣旨 
7 環境省.中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック,2021,15p,p.4 
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 また前述の通り、ステークホルダーから GHG 排出量の算定・削減の要請が増加傾向にあり、企業が脱炭素

経営を実践する必要性は着々と迫っている。そこで本レポートでは、企業における GHG 排出量の把握・削減

をより円滑化する取組の 1つである CFP算定に関して解説を行う。 

2.CFP の概要および想定される利活用の例 

 2.1.CFPの概要 

CFPは「製品単位の GHG 排出量を見える化する仕組み」であり、製品やサービスの原材料調達から廃棄、リ

サイクルに至るまでのライフサイクル全体を通しての GHG排出量を、CO2（二酸化炭素）排出量に換算した数

値（もしくはそれを表示する仕組み）である。 

カーボンニュートラルを実現するためには、個々の企業の取組だけでなく、サプライチェーン全体で脱炭

素・低炭素製品（グリーン製品）が選択されるような市場を創り出していく必要がある。中でも脱炭素経営

において重要な“測る”、“減らす”の工程において、ライフサイクル全体を通しての GHG 排出量を見える化

する CFP 算定は非常に有効な取組である。 

図 2 に、上記のライフライクル全体を通した紙パック牛乳の CFP 算定例を示す。製品である紙パック牛乳

単位で必要な天然資源の調達から、製品の利用が終わった後の廃棄・リサイクルまでを通した GHG 排出量を

CO2換算して数値化していることが確認できる。 

 

図 2 カーボンフットプリント概要8 

 

                              
8 経済産業省. 経済産業省.第 4回サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けたカーボンフットプリントの算定・検証等に

関する検討会,2023,9p,p.3 
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 2.2.CFPの利活用の例 

従前では、ライフサイクル全体の環境負荷を定量的にラベルに表示して開示することが CFPの主な役割であ

った。しかし近年では、CFP に記載されている製品単位の GHG 排出量を利用することで図 1に示した「②測

る」、「③減らす」を効率的かつ正確に行うことができるため、国内外の企業において CFP への関心が高まっ

ている。それに伴い、以下のような場面で利活用される事例が増えている。 

1.排出量のより精緻な把握 

2.排出削減成果のモニタリング 

3.企業の GHG排出量削減の取組を透明化して開示情報として活用 

図 3に、企業が政府、金融市場などのステークホルダーから受ける CFPに関連する要求を示す。この図で

示されている❶～❻はいずれも企業にとって重要な要請であるが、これら要請にこたえる際に CFPを活用す

ることが想定される。 

❶～❻の要求の中でも、「❺顧客のサプライヤエンゲージメント」における CFP利活用の需要が増加してい

る。その背景として、近年では Scope39を含むサプライチェーン全体の排出量の算定・削減が求められており、

調達から廃棄までをターゲットとしている CFPは Scope3 の算定範囲を包括しているため、親和性の高い指標

であることが理由として挙げられる。 

図 3 CFP利活用シーン10 

 

 

 

 

 

                              
9 Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) 
10 経済産業省.カーボンフットプリント レポート（案）,2023,72p,p.7 
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3.CFP ガイドラインの活用 

3.1.CFPの課題 

 CFPガイドラインでは、異なる企業間の製品で CFPの比較を行うことがない場合には、製品別算定ルール11

は必須とされてはいない。したがって、国際的に定められている GHG プロトコル12の算定基準等をもとに自

社独自の算定ルールを策定して、CFPを算定する企業が国内外で増えつつある。 

一方、GHGプロトコルの算定基準等は独自解釈の余地がある箇所や、明記されていない事項があることか

ら、算定を行う企業が独自に具体的な算定方法を設定せざるを得ないケースがある。加えて、サプライヤー

側の排出量の実績値データ（1次データ）の共有が進まないこともあり、現状の算定方法では以下のような

課題13が生じている。 

1.グリーン製品の公平な選択が困難 

2.異なる取引先から異なる方法に基づいた算定を求められる 

3.サプライヤーの削減努力が反映されず、サプライチェーン全体の GHG排出量の削減に繋がりにくい  

4.CFP に取り組む意義や目的が分からず、方針が立てられない 

3.2.CFPガイドラインの概要 

 前節 3.1の課題を解決するため、環境省は 2023年 3 月に「CFP ガイドライン」を発行した。ガイドライ

ンの概要14は以下の通りである。 

1.既存の基準では明確にされていない部分についての取組方針 

2.今後求められることが想定される事項 

3.（製品間の CFPを比較しない場合）基礎要件を用いて、国際標準に整合した算定可能 

4.（製品間の CFPを比較する場合）必要となる製品別算定ルールに盛り込むべき事項 

 加えて CFPガイドラインの別冊として、環境省は 2023年 5月に「CFP実践ガイド」を発行した。この資

料は CFP 算定の取組における具体的なステップ等を解説したものであり、CFP算定の仕方をわかりやすく解

説した以下の図 4などが掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 CFP算定の仕方15 

                              
11 個別の製品カテゴリーあるいは業種ごとに定められた、CFP算定の一連の規則、要求事項及びガイドラインをまとめたもの 
12 国際的に認められた GHG排出量の算定と報告の基準(https://ghgprotocol.org/) 
13 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.3を基に当社作成 
14 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.4を基に当社作成 
15 経済産業省、環境省. カーボンフットプリント ガイドライン（別冊）CFP実践ガイド,2023,56p,p.3 

https://ghgprotocol.org/
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3.3.CFP取組指針 

 ガイドラインにおいて、CFPの一般的な取組指針は表 2の 4 段階で構成されている。 

 

表 2 CFPの取組指針16 

段階 取組内容 詳細 

Step.1 算定方法の検討 
ア．目的の明確化 

イ．算定方法の具体化 

Step.2 算定範囲の設定 

ア．バウンダリーの設定17 

イ．カットオフ基準の検討 

ウ．個別に考慮が必要な事項 

Step.3 CFP算定 
ア．データ収集 

イ．計算 

Step.4 検証・報告 

ア．検証 

イ．報告 

ウ．カーボンオフセット 

エ．継続的な取り組みの重要性 

  

CFP算定に取り組むうえで、まずは表 2の Step.1において CFP算定の目的を決めることが重要である。

算定の目的によって CFP算定で満たすべき要件は異なるが、一方で ISOなどの国際ルールでは CFP算定の具

体的な方法までは定められていない。したがって、どの程度の客観性や正確性を狙った算定をするのかは、

CFPの目的に合わせて算定者が決めることになる。具体的な検討事項として、算定対象とする製品は何か、

どのように算定するか、なぜ算定するのか等を明確化し、目標を定めた取組とすることが重要である。 

図 5に、算定の目的を具体化する方法の例として、CFP 実践ガイドにおいて紹介されているフローを示

す。 

 

図 5 目的の明確化18 

 

                              
16 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.15を基に当社作成 
17 対象製品の GHG排出源を網羅的に洗い出すと共に、算定の対象範囲を明確にすること 
18 経済産業省、環境省. カーボンフットプリント ガイドライン（別冊）CFP実践ガイド,2023,56p,p.5 
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ガイドラインでは、CFP 算定結果が活用されるシーンに応じて、図 6 に示すように CFP 算定の過程で満た

すべき要件は、「基礎要件19」と「比較されることが想定される場合20」の 2段階で規定されている。CFP 算定

結果の用途に応じて満たすべき要件が異なるため、用途の把握に漏れがないように注意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 満たすべき要件の例21 

 

 ガイドラインに記載されている「基礎要件」と「比較されることが想定される場合」の中で、多くの事業

者が検討対象とする項目を当社で抜粋し、一覧表にしたものを表 3に示す。例えば、CFP算定結果を他社製

品との比較に利用すること想定している場合、CFP算定を進めるうえで「基礎要件」に加えて「比較される

ことが想定される場合」を満たす必要がある。 

 

表 3 要件一覧表22 

大項目 小項目 

多くの事業者が検討対象とする項目 

基礎要件 
比較されることが 

想定される場合 

Step.1 

算定方針

の検討 

算定方法の 

具体化 

・製品別算定ルールを用いなくても

よい 

・ガイドラインに基づいて自社で算

定ルールを作成してもよい 

・製品別算定ルールを用いなけれ

ばならない 

・新規の製品別算定ルールを作成

してよい 

Step.2 

算定範囲

の設定 

バウンダリー

の設定 

機能単位で定義しなければならない 

（中間製品、もしくは機能単位での定

義が困難な場合は、宣言単位で実施し

てもよい） 

製品別算定ルールで定められてい

る算定単位により算定しなければ

ならない 

カットオフ23

基準の検討 

・カットオフは、行わないことが望ま

しい 

・カットオフが避けられない場合で

あっても、カットオフする算定対象を

最小限に留めなければならない 

 

                              
19 全ての CFP算定で満たすべき基礎的な要件 
20 他社製品と⽐較されることが想定される CFPの算定で、基礎要件に追加して満たすべき最低要件 
21 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.19 
22 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.20～79 を基に当社作成。ただし、およそ 60ページ分

の情報を集約し、かつ記載情報は要点を抜粋したものであるため、実際に算定を行う際には CFPガイドラインおよび実践ガイドを参照

して頂くものとする。 
23 特定のプロセスについて、設定したバウンダリーに含まれるにもかかわらず、CFPの算定対象から除外すること 
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大項目 小項目 

多くの事業者が検討対象とする項目 

基礎要件 
比較されることが 

想定される場合 

Step.3 

CFPの算定 

データ収集 

・自社の所有または管理下にあるプ

ロセスの活動量については、原則とし

て全て 1 次データを収集しなければ

ならない 

・原材料や素材の排出係数は、自社の

上流のサプライヤーから得られる 1

次データを活用することが望ましい 

・1次データを収集すべき範囲を規

定しなければならない 

・算定者は、製品別算定ルールに従

い 1 次データを収集しなければな

らない 

計算 

【再エネ証書24

等】 

外部から購入した電力及び熱につい

て、再エネ証書等を用いてもよい 

・製品別算定ルールに従い、再エネ

証書等を利用することができる 

・使用できる再エネ証書等の種類

および計算方法を示さなければな

らない 

計算 

【CO2 以外の

GHG】 

CO2 以外の GHG は、GHG 排出あるいは

除去・吸収の質量と地球温暖化係数

(GWP) を乗じることで、CO2 相当量に

換算しなければならない 

 

Step.4 

検証・ 

報告 

検証 
内部検証／第三者検証のいずれかを

実施することが望ましい 
 

検証者の 

適格性 

検証を依頼する場合は、検証者の適格

性を考慮することが望ましい 

CFP情報の利用者が、検証に関する

要件を提示する場合には、算定者は

当該要件も考慮する必要がある 

検証の水準 
合理的保証あるいは限定的保証のい

ずれも可能とする 
 

1 次データの 

検証 

1 次データ検証の要否は、自社管理下

の 1 次データか否かに関わらず、CFP

算定に対する検証の要否に準じて決

定しなければならない 

 

CFP算定 

報告書 

結果、データ、手法、仮定、及び解釈

は、読者が CFP算定の内容を理解でき

るよう、透明性を担保し、十分詳細に

説明しなければならない 

 

報告する 

GHGの数値 

定義された機能単位(又は宣言単位) 

あたりの GHG排出量(CO2換算値)の質

量を記載しなければならない 

 

  

                              
24 電力や熱そのものの価値とは別に「再エネ由来の環境価値」だけを切り取って、「証書」として発行したもの  
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3.4.CFP算定方法および留意点 

3.4.1.CFP算定方法 

CFP算定方法には、以下の 2 通りの方法がある 

1.直接 GHG排出量を計測 

2.排出を伴う活動量から計算 

このうち「2.排出を伴う活動量から計算」によって CFP を求める場合、「活動量25」×「排出係数26」で計算

する。図 7にガイドラインに掲載されている算定の概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

図 7 活動量と排出係数27 

 

また、ガイドラインにおいて「2.排出を伴う活動量から計算」では排出係数を以下の 2 通りで設定でき

ることになっており、いずれの方法を用いた場合であっても CFP算定結果は同じであると定義されている。 

・単位活動量ごとに決められている GHG種類別の排出係数 

・CO2 相当に予め換算された値。ただし、含まれている GHGについて確認する必要がある。 

 

3.4.2.評価対象となる温暖化ガスの種類 

 CFP 算定では、CO2 のみならず、温暖化に大きな影響を与えるその他の GHG も含まなければならない。CO2

以外の GHG は、単位量当たりの温室効果が CO2 よりも格段に大きい物質であるため、例え少量であっても使

用量の把握において漏れが無いように留意しなければならない。国際的な各基準における算定対象となるガ

スを表 4 に示す。CFCsと NF3 は、基準によって算定対象となるかが異なるが、その他のガスは共通で算定対

象である。 

表 4 国際的な基準等における対象ガス28 

 

 

 

 

 

 

 

                              
25 マテリアルやエネルギーの投入量 
26 単位活動量あたりの GHG排出量 
27 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.43 
28 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023.79p,p.25 
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3.4.3.再エネ証書等を活用する場合の留意点 

CFP算定では、外部から購入した電力および熱について、再エネ証書等を用いてもよい。ただし、表 3 要

件一覧表の Step.3「CFPの算定」に記載した通り、CFP 算定結果の用途が「比較されることが想定される場

合」においては、製品別算定ルールに従ったうえで再エネ証書等を利用することができる。 

再エネ証書等（グリーン証書および J-クレジット(再エネ由来)）については期限の定めは存在しないが、

再エネ証書等は CFP算定の対象となるエネルギーの属性を説明するものという考え方から、算定の時間的バ

ウンダリーにできるだけ近い時期に発行された再エネ証書等を利用することが望ましい。図 8に CFP算定に

おいて、再エネ証書等を用いる場合の基本的な考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 再エネ証書等を用いる際の考え方29 

 

また、再エネ証書等を CFPに活用する際の基本的な考え方、および注意点30を以下に箇条書きで示す。 

・再エネ証書等を活用する場合は、適用する合計量が当該再エネ証書の量を超えてはならない(図 8)。 

・CFP に用いた再エネ証書等は、組織単位の算定に活用してもよい。 

・原則、証書が示す電源の排出係数(1次データ)を発行者等から入手し用いるものとする。 

しかし、前述のデータが入手できない場合、IDEA31等の 2 次データベースを用いて再エネ証書等の電源種

の間接排出に相当する排出量を算定、もしくは再エネ等の電源別の 2 次データの排出係数を用いて算定

することも可。 

 

                              
29
 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.61 を参照 

30
 経済産業省、環境省.カーボンフットプリント ガイドライン,2023,79p,p.60～61 を参照 

31 産業技術総合研究所が開発した、農・林・水産物、工業製品等の日本の全ての製品・サービスの環境負荷物質を定量できるデータ

ベース 
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3.4.4.企業における CFPの活用事例  

CFPに関する企業の取組状況の事例として、CO2ゼロの製品開発、会社ホームページにおける CFP公表など

が挙げられる。Allbirds社は脱炭素経営の一環として製品の CFP削減に注力することで業績を伸ばし、2015

年の起業からわずか 6 年で上場を果たした。以下に Allbirds 社を含む企業の取組事例を示す。 

表 5 CFPに関する企業の取組事例 

取組例 企業名 目的・理念 

ネット・ゼロカーボン・シューズの製作 Allbirds 「地球に優しいビジネス」を実現する32 

製品の CFPを会社 HPに公開 
東京吉岡 

株式会社 

私たちは、このブランドを通じて伝えていきます。

サステナブルな社会を実現するためには、「自然」

への「感謝」の気持ちが必要なことを33 

 

(1)Allbirds 

世界初のネット・ゼロ・カーボンシューズを製作した。また同時に、ネットゼロを達成した方法をオープ

ンリソース化し、業界全体に公開した。 

  

シューズのカーボンフットプリントの業界平均は 14kgCO2e。 

         それに対して Allbirds 社は、カーボンオフセットに頼ることなく 

         0.0kgCO2eの革命的なシューズを生み出した34。 

写真 1 Allbirds社製品画像35 

 

(2)東京吉岡株式会社 

ポリエチレン袋の原材料において、「非循環（廃棄）」と「循環（廃棄しない）」における CO2排出量をそれ

ぞれ算定し、「循環型リサイクル」における CO2 削減効果を可視化した（図 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 循環型製品における CFPの表示36 

                              
32 Allbirds,Inc.のホームページより抜粋 

https://www.allbirds.jp/pages/giving-mother-nature-a-seat-ipo（アクセス日：2023年 10月 1日） 
33 東京吉岡株式会社のホームページより抜粋 
https://www.tokyo-yoshioka.co.jp/sustainability/（アクセス日：2023年 10月 1日） 
34 Allbirds,Inc.のホームページより引用 
https://www.allbirds.jp/pages/moonshot-zero-carbon-shoes（アクセス日：2023年 10月 1日） 
35 Allbirds,Inc.のホームページより画像抜粋 

https://www.allbirds.jp/pages/moonshot-zero-carbon-shoes/（アクセス日：2023年 10月 1日） 
36 東京吉岡株式会社.循環型サイクルポリエチレン袋 CFP算定報告書,2023.2.27,5p,p.4 

https://www.allbirds.jp/pages/giving-mother-nature-a-seat-ipo/
https://www.tokyo-yoshioka.co.jp/sustainability/
https://www.allbirds.jp/pages/moonshot-zero-carbon-shoes/
https://www.allbirds.jp/pages/moonshot-zero-carbon-shoes/
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4.おわりに 

 第 1 章で述べた通り、GHG の削減および見える化などの気候変動対策は、以前は CSR 活動の一環として行

われることが多かった。しかし、世界中で多くの企業が脱炭素経営に舵を切ったことにより、気候変動対策

の風向きが一変し、企業が脱炭素経営に取り組むことは、ビジネス機会を創出する有効な手段の 1 つとなっ

た。 

近年、大企業を中心に脱炭素経営が広まっており、GHG の算定・削減の実施が促されている。その中でも

CFP算定は、ビジネス機会の創出に繋がる有効な取組の 1つであると認識されている。しかし一方で、CFP算

定は明確な算定基準が制定されていないため、海外の企業をはじめとするステークホルダーからの情報開示

要請に対し、一律のルールに則った回答ができなかった。 

この課題を解決するため、2023 年 3 月に経済産業省、環境省から CFP ガイドラインが公表された。CFP ガ

イドラインを活用することで、企業が明確な基準に則って CFP 算定に取り組むことが可能になったため、各

企業における CFP算定の精度が向上するものと考えられる。 

 最後に、当社では CFP を算定したい企業を支援することで、企業のさらなる脱炭素経営を推進し、世界的

な課題の一つである温暖化対策に貢献していきたいと考えている。 
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